
水戸歴史に学ぶ会 令和6年4月 21日 (日 )

仲田昭一

水 戸 藩 弘 化 甲 辰 の 国 難  一 家老結城 寅寿 と側用 人藤 田東湖 一

はじめに

水戸藩の内証の大き

な分岐点であった弘化

甲辰の国難とその影響

につ いて 、烈公斉 昭

(左)と結城寅寿 (中 )、

藤田東湖 (右 )と に焦

点を当てて考えてみた

い。

1 水戸藩、結城家を登用

結城寅寿の遠祖は藤原氏系の小出朝光 下総結城氏・・・左衛門尉祐広 (白河結

城氏)白河結城氏 = 鎌倉時代の宗広が勤王家、後醍醐天皇に忠勤を励む

その後胤覚左衛門晴定は天正 18年 (1590)に 豊臣秀苦に敗北、その後本家の義親は没落、

その子義綱は伊達家の臣となり仙台へ。自河には嫡流ではないが覚左衛門晴定 0藤左衛門定時が

残つた。

光囲は、11多史事業で自河を調査。結城家の多くの古文書に注目。これらを書写して本家へ戻し、

名家の子孫覚左衛門晴定を取り立て 1日 姓「結城」に復し、天和 3年 (1683)5月 27日水戸

家へ出仕させた。結城家は、やはり門閥派の一員に入る。その後は晴定、 ]青映 (小姓・ 御用人)、

晴ス (執政八百石、後に千石)、 数代置いて晴輝、数馬晴徳 (書院番頭)と続き、その晴徳と渡部

与次右衛門の娘との間に文政元年 (lo18)寅 寿が誕生した。

2 天保の新政と人材の登用

<哀公斉脩の遺書>(藩 主の継嗣問題 :将軍家斉の子患清水恒之允派と敬三郎派の対立)

新藩主烈公 (斉昭)の新政四大改革は、亀の間住まいの時期に練られた改革案。『党争始末』は

検地、土着、学校、江水惣交代などの改革を高<評価しながらも、「人事の面で藤田派・ 非門閥に

… 1‐

吾の生母は賤き女にて御父武公の御lЫこ叶うと言うにはあらねども、
.

我を生みて武公も本意な<思召し、お世継ぎは敬二郎殿とおぼほし

けるを祖父文公の御辞に長子をおきて次子を立るは正道に非ずと仰

せられし儘に、我譲りを受けたり、又敬三郎殿御母は堂上の娘にて

素性もよきに我が母と中悪きを如何せん、母子の愛情にひかれて敬

三郎殿を疎んずるにはあらざるも、暫し黙して居たるが、今は一日

も早<敬三郎殿に、國を譲り安らかなる身にならんと思うなり云反
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多 <、 立原派 ,P5閥派に少なし。戸騒銀次郎、藤翻栗1古B、 今丼金右衛 Fヨ らの登用 |こ 対して、結城

寅寿路響じのら、太圏露波守 。鵜殿平七らは1半食宰相 |こ して戸国 。藤圏の鼻患を伺う存在であつ

た。轟室世家 iこ |ょ、この新政を'賓 こせざ貯し者多かつし」と評してしちる。

天保2年 (183哺 )11尾 16目の畑:瀬教徳への烈公書簡では「君子 (改革派)は我 (斉昭)

が愛する所、不当 (門 閥派)も募我が養う所 (双方共 :こ 我が家臣な嶋)」 (茨城県立歴史館蔵)と

その雹幸iSi19を 窺うことができる。

<1霜 月鴫4日付 :す∫!!瀬宛書簡>

天保 1の年.烈登 |ま翌 耀1年 1こ 経界 (検地),学校等の事務を以て初の就藩を発令。その議響を

隣 争始末』1ま、「巨室世家中、この令|こ 反対を0昌えし者ありし′か、其の電藤結果|ま、一藩藤日、

経城の両派|こ 分るる原因となり.、 遂iこ 崚升」苛法を同僚月月哀の間に用ゆる!こ 至つしぞ無惨なる」と、

藤日 。結城両派|こ 分裂する原園であるこしてしヽる。

烈公のサ尋国反支]理懇として、

O 経済不如意、天保7年の飢倉量の後である。

② この日寺藤囲東湖|よ通事として烈公の信任が尤も篤かったが、「素より敏捷人物」敵 |こ かかる

場合:こ ぅっかりその職|こ 在ってiま巨室世家の怨望を一身|こ 集まること|ま得策でなしヽと織を

辞したが、未だ二ヶ周:こ も満たなし
'ヽ

間|こ 恨」用人|こ抜櫂されたので、益府F5閥派は切歯拒]宛

であった。しかも、この機会|こ 乗じて突然立原 0藤囲の学派の論議が霧燃してそれが政治

上:こ 及ばされたこの見解である。

3 縞城寅寿の登場

この人事に対して、門閥派の巻き返し1よ結城寅寿を盟主とした。随 争始末』は云う。

結城寅寿こそ門閥中の才子 |こ して、代々千石を領し、結城氏朝の嫡流 :こ して、当時執政

の議 :こ在り、門間の首座なれば、此人尤t然るべしとて、遂 iこ これを推して主盟とはなわ

ぬ。寅寿態元来非凡の人物なれは、深く烈曇の寵任を得、漸々その羽翼を要路 |こ 弓|き 、門

閥派の発力を11美 復して、殆と新進 )「長を圧するに至り、天保の新政、寅寿の参画経営 |こ出て

たるもの少なからす。在れは烈公 |こ は之を併進両用して左右調停せられしも、積年の争間

は一朝 |こ し′て釈然融解ずへくもあらず、

結城派 1念藤鰯派を目する|こ 王安石 (北宋、急激な経済改革)を以てし、妄吟iこ 新法を立

て国家を破るものなつと云ひ、藤日派は結1,成 派を保守党とし、目する:こ姦物を以てし、互

:こ 成功を競争するより、その表面こそ一意公を賛けて新政の美を為さんとする者の如くな

れとも、其裏面 |よ互|こ 雪隙を窺ひ、好き折もかなと暁 ひ含ふ様、宛も大倉の硝薬、一通の

園史を点するものあらは、女□何なる大爆裂を起すゃじ測り難き危険の姿 |こ 立至りぬ。而て

烈量の退隠|ま実 |こ その□史と|まなり|サ リ。

う
ι

自分iま藩主就任以来種狩改革:こ邁進してきたつもつでしヽるが、改革派からも門

閥派からも繊々と意見が|まかれ、それが耳を離れなしヽ 改革派も吾が愛すると

ころ、『目閥派も吾が重ぅところである。ころらも、この藩を思っての主張であ

る。ただ、法を曲げること1恵出来な操。不服として111瀬が職を辞するとし
｀
うヽの

であれば、自分も藩主を辞縮る党悟であるぞよ。(意訳 :茨城県立歴史食富蔵)



4 藤懇東;饗「結城寅寿循就言己墨

この「結城寅寿行1式認」|よ 豊睡天功が藤団東潮:こ 結城寅寿の人物像を尋ねたこと|こ 応えたも

のである。執政寅寿と慢」需人栗1古!!ま両肇商となつて烈盆の藩政を推進させた仲であるだ :す |こ 、互しヽ

をよく理解し含つてしれたこと|ま確かであると思える。結城寅寿を述べる上では、やはり東湖の「結

城買寿行1大記」が最適と考える。

(電 )結城寅寿の出白と曲精

① 寅寿、読書を励みも一人読書で|まなく、手下のものを多く集め読言や弓馬|こ 専念す。手

下の震じきもの 1こ 金銭を与え、その親からも果われた。従元弟の平尾右通溝行から1意、 1ム

教信∬,t教授される。

② 天1果 10年、烈量の帰国 |こ 対し′て財政難を理醸 :こ 反対 した額田ス兵衛ら主だった家臣が

多く処罰された。これは寅寿や平尾喜近の画策であったが、寅寿 :恵 藝立たない{壼[使番役の

ため事無くすんだ。

3 天1果 11年寅寿23歳 iこ て小姓頭となる。この年齢での振1雀 |ま これまで無なつたことで

ある。東潮:ま慣」駆人となつて初めて寅寿こ親交を持つた。東池:は職務生命令することも多

かつたが、寅寿が表向き無造作|こ 振る舞っているのは墟で、諸事至って精密、テキバキと

事を処理する。これ|こ な 政府役人一同感1出 、ヽ藩主も満足の体であった。

(2)結減寅寿の武田耕雲斎・醸圏東湖との離間

④ 天保 12年 (184鴫 )母夏、寅寿は御城で1ま相談できなもヽのでお宅へ訪間と手下の奥

右筆内藤菊松を達れて梅香の拙宅を言んねてきた。その際、略 年寄くらしヽべらばうな役はな

纂」と豊分の役職不足を散々非難した。

また、小役人や執政など:こ つしLて も其の無能ぶりをなじった。若年寄廃止案|こ 賛成して

烈公の決断iこ 期待した。此れを考える|こ 、烈登へは度震申し入れたが、曇から|ままず彪 (東

:胡 )|こ相談しヽたせとしヽうこと|こ なってしヽた|こ 違しヽない。そこで自分iよ、静か|こ 云った。若

等寄のつまらぬことは分かつてもLるが、今の明君時代ばか↓′9考えて、二百年来の若年審響

を止めたならば、全てが大破れ:こ なるだろうから、一夜ですぐ返事とし
｀
うヽわ|ず |こ |まし1ヽ かな

輸。幕府内部もそのような役職間の系列を通して物ごとは決めてしヽ<ものだと。

その他色表の話をしたが、互轟|こ 腹の中で呪み含うよう|こ なつた、自鐘東湖も寅寿|こ 対して

警戒の念を抱くよう|こ なつたのiま、其の夜から始まつたものと記憶してしヽる。

また、この1:要 から武田正生 (耕雲齋)と寅寿iま次第に仲悪くなり、はじめの内|ま陰で言つて

しヽたのを、後|こ |ま目の前で言しヽ含うのを、1可時も自分|ま伸を取り持つてしヽた。

(3)寺粒奉行つ丼金衛門

⑨ ところが武田|ま、天保 13年 3月 14日 、自分も知らぬ間|こ若年寄りから大番頭へ転役

となり、同日寅寿は肥田大介政好らと共に執政となった。翌4月 1日、大場景淑と今丼金

衛門両人が寅寿と武田の跡に参i[支 となつた。今丼は寅寿の推挙によるものである。寅寿 0

今丼は前から兄弟のような付き含しヽであった。

今丼は自分や戸田忠餞とも随分懇意であったけれども、悪□好きで、戸田 0藤田のこと

を存分に悪□を言つたので、寅寿は大いに喜び、戸田・藤田を片付けるには今丼を手先に

遣しヽ、吉野英臣を軍師とし、平尾右近・反部正介の類にて備えを固め、己れ一人総大1薔 |こ

― う ―



2 天保 13年頂の人事|ますべて結城と今丼の策略 :こ 拠るとこるが多かったが、元来今丼 |ま

病罐持ちなので、次第 iこ 今丼|ま買毒と悪くな 0つ 、寅寿は此までよくもあの幅物 iこ 編された

ことかと大後.晦、それから|よ寅寿、今丼の含戦となつ疋。

結局今丼 !凛天保 14年 9尾 :こ 寺社泰行 :こ 転じた。その節も寅毒 |よ、若年寄等へは相談無

く、自由|こ 寺社庵の改革を今井 |こ やらせるこしヽうことで、今丼も面白くなしヽ気持ちなが各

螢慶心を慰め毛が、それから|まや |す くそ気味で、領中の寺院等打ち壊しを費台めることとな

り「こ。

その内、1ム嫌しヽの者たちが、得乏馨こ乗り込んだので、今更申しても詮無いことである

が、この時の様子では甚だ行き過ぎたここが数病あつた。つまるこころ、烈曇の不徳とな

ったことで、当時の執政 。参政・ 1員」用人 (東潮)等実|こ 一言の申し訳もなしヽ次第である。

しなしながら、其の源|よ、寅寿と今丼の喰しヽ金うちより起こつたここで、十中のハ、九分

までな間違しヽなt.L

く天保鶏 :徳 ;ll斉§醒の社寺改革 >
「行く行くiま無仏国とな↓つ神通振興を眼雲|こ 致すべじ」「料し、騒旋ししヽこと起こけて幕庵読

から御渉汰があるようで 1ま、却つて切角の骨折りも水泡 |こ ll尋 すること|こ なるので、事 iよ `膜重

|二 扱うこと」

背景 ;国学の合頭、神i需一致の雷想ゝ排iム思想の浸‐透、葬祭と寺院 。社寺間の繊争

.(1)寺院の整理       天爆4年 :40余か寺  (別紙資料参照)

(2)i曽侶の整理と風儀粛滝  天保14年 :不安□意の1曽 1呂処罰、無許可轟家を:菫制j尋村還俗。

1曽イ呂資格の厳櫂化は1曽 {呂減少策.itti=の帰震策

(13)梵鐘・槙具類の没収

天保了年 (輝 835):水 戸藩大砲鋳造開安き  天保13年 :幕府の大砲鋳造命令

)需仏 苺鋼鐘め供出  早期対応=神崎寺 (常磐村)。 宝鏡院 (城下杉曲)

i巨否 =晦 曲常福寺 (太日鍛冶屋が破壌)亀 菫日薬王院 → 天保14鉦 :こ は没収

瓜達常福寺・同曲常福寺も拒否

(4)葬祭その催iム事風習⑮刷新

天保元年 (1330)院・居士 魯大姉の法号の金次第・濫授を禁止

奪施の員喉 中檀家しLじめの戒め

天保4年 :爽葬禁止 (上葬化 )、 {曽1呂 な勝手次第 → 神式の自葬祭奨職

「喪祭式」(明 i台2年弘道館出版)←  本ゴ掟から「自葬祭願」提出

天i果 13年発部倹約令              (飯 日村376人連名)

葬送iま 5人組のみ 新葬 。年□忌 |こ 酒無用、食事は葬送当国のみ一汁一業

蔀施 =親 の新葬 ;道具代・ 回向料200疋 以下、富裕層でも30◎疋以下

親以外|ま 減少

石[撃 =綽 の高さ2R3寸、台高さら寸1段、文字への箔禁止

俗名類似の場合 |よ特 |こ 苗字を許可 (苗字 。俗名見られる母 |よその名残)

-4-

な噂、江戸・水戸の政治を 無轟義在 :こ 藝ようと企んでしヽたことは、遇費確証が当てきた。



(5)民間1言 iJlの取挙帝

天保 4碁年 (1344)路 鋳の石イム石透を入鰹|こ :寸かな纂空き地、まとめて「破壊御塚」

標識建主  嵯 標用の百塔」 :こ :ま「庚嘩塔」「二十三夜塔」の文字を巻」除

(3):神機分離

蒙照室=元禾E了年 (1821)建立、雷」当 :天台宗大照寺 (薬王院兼帯)

:i寸属囲境で神社支配 :泉蔵毒 多養幅院 。蓮乗院 。松泉院

秀忠霊廟=寃永 1◎等 (1533),建立、電」当 :常福寺、耐属二埼 :台松院 3長松院

家光霊廟=常福寺代理蠅浄寺  歴代将軍の霊i菫も安置

※ 歴代1書軍の法事二芭祥院執行

祭礼は家康の忌饗凛島鶴了き、 群寸属の神職が神事、導師 1志 1ム性寺 (栗崎)

。長福寺 〔塩崎〕13西福寺 (磯浜)

天保14年醍 、東照宮祭儀を唯一梓道|こ 改正、お目藩庵|こ 布告  (厳命)

=」

当等諸寺院廃上 → 静神社長富斎藤氏、吉囲神社大冨司睡所氏

祭日 :家康忌撃4月 12睡 → 家康1薔軍任職2月 12日

領 内

天保14年 (1343)|

8選頃から「社寺明糸日帳」提出命令  哺○月 ::曽 1塁
。修験の神社奉:土禁生

12躍「領中寺社唯一改正」 → 1曽 1昌
。

11参 験等の別当職罷免震民取り立て

墓石や1菫牌への信士・信女の法号禁上、イ谷称1更用命令

く例〉向井町「雷神」Iま神応寺持ち → 古田大宮司支配

催前町の天王社 一 改称して素鵞社となり上河内村へ移され鎮守

神崎寺=境内の稲碕社 0七面社取り払しヽ

村松虚空蔵尊 =大 富国かゎ鎗離、別当龍蔵院を還俗させて大富司神職 |こ登雇

(T)神社信イ印 天保 14年 神職界の昂」新

{1多馬貪の還俗、ネ甲職研|1多 吉田大神宮囲 0プ質・静神社斎藤 0米崎村:毎後幽城 彗

大重村菅谷伊豫之介・藤丼村床宿在京

神職取 :多 たて=堀村堀8医玄1由 を取つたて佐波指神社奉仕命令

曲経有る神社への社領寄ど 苦圏神社 :茨城君『の総鎮守、常葉村八1番社、

成沢村鹿島神社、青山村竜嘘神社、磯浜村大洗神社、平磯村酒烈神社、自羽

村白羽神社、石船率轄 船神社

毎年3尾 式肉社への代拝使派遣

大社 =静 0吉躍 e大洗 0磯崎

小社 =藤 内 .阿吾曲上 。岩船・ 健武 0八溝 (上之宮)。 稲村 (下野宮)。 長

‡番部 (幡村)。 薩都 (里野宮)・ 白羽 (白羽村)

(8)ネ奉葬祭と氏子制度め実施

神職一家も1ム式 → 明和3年 (17叡D神 職本人 女゙筒子i意神葬祭|こ

「宗F巨人別帳」→  「氏子帳」 ・・・寺請制度の否定

死亡届:よ「神牌」持参oこ と (神葬祭の証拠)

‐
)‐

一家全て



霧府で |ま天i呆 14年 1〔 咤轟43)◎ 尾水里予忠軍Eこその一派が失:去1、 以後の幕府はずつかつ』犬況

が変わつた。水戸のちでも、その節政治を節却ってら|き締め加減 |こ せ総ば危なかつたの |こ 、役人

一国:こその 5月 |こ 幕府から上 (烈 曇)が経別の御賞を受 iすたこと:こ 酔つてしヽて、うかうかして

し亀る間 :こ 、翌弘化元年 (1844)4月 の烈奮話間の奉書となった。この時、,危険な状況iこ ある

と感づしヽたの |ま武田糠雲斎一人であった。耕雲斎 iま菩提寺安少雲寺が今井 :こよって破去[さ れたこと

などから感づしヽたのであるう。

C‐ 不安な中での江戸登讐|こ も、寅寿一人は至極元気。「達し」の御一 il条 、、藩主烈曇の1患居謹慎

|こ はちと驚きの様子であつたが、晩 :こ な場、戸囲 。藤職 。今丼等の蟄居謹I模の報 :こ接いて後

1志、寅寿命勢もヽ盛ん |こ なつた曲である。

自分iま見る事が無かっ難ので聞むヽただ!すであるが、4壺睡 枝様の部屋 |こて寅寿が曰く、「上 (烈

曇)の経l慎み |ま恐れ入6ことであるが、戸囲・藤日らのこと|ま当然0こと、(零府 iま)何と手

の届くことかと感懸した」と。

6 強化甲辰の困難

ζユ化昴平平 〔哺34鋤  5月 6日、馨府から致{士謹慎を命ぜられ駒込中屋敷 |こ開居

8尾 魏3日 、諭書を水戸 :こ 下し盛り上がる主民の雪冤運動 |こ 善重を促す

慢」用人醸圏東1醸 の藩政国顧『常陸帯』(譲慎中の著連)

斉昭の藩主就任、 i日 弊を破る、人事の扉」新、封事の奨励、質素倹約の励行、婚姻

養子の是正、定府の減員、飢倉壁の救済、収支参正常化、追需狩の実施、 3ム蓮倉宮建設

朝廷の尊崇、夷独対策 棋 砲鋳造)、 社寺改革、床几廻新設して若者鍛錬、告志編

等多数の著述編修..検地の実施、幕府からの褒婁

<斉 9召が鑑居 |こあたつて世子慶篤 |こ教え>(『水戸藩史料』別記下)

家臣両応の言 |こ 理有つて半」断1こ 迷う時 |よ、四書五経により、又は徳jl塚光初め敬曇

(尾 :長
。徳′ll義直)、 南龍 :!食 (紀伊・徳り|1頼宣)、 威義二公等の言行によりて取り用

しヽ候へば、大きなる相違 iま出来申さず候。三代将軍を初め明将、いずれも奢を禁じ、

太平iこ 武を忘れずとしヽへ場。武家入用の品を好め。茶器・掛 |ず物などで |まなく、甲

冑・刀剣 。鉄砲・ 電具など。家中イ可々 派とて色旋あろうが、選 iO好みせず理の当然

を用しヽよ。明1詈言行録や武道初懸集などの書、常1こ 側 |こ出して置しヽて読書せよ。僧

1呂 |こ |ま十分留意せよ。特 |こ 奥向きから取り入つてくるので注意するよう|こ 。武士と

しての在り殉 。□標を立ててそれ |こ向かって常 |こ 励むように。

-6¨

5 烈量の処護

処箋理由 了か条

御室のこと

(顧霧曇 |こ勅使を迎えて倉』建 むた。唯一神道への改め :こ 際し、朝廷を無視 して 1司 しLも立てず。

内震短朝廷からt斉昭処罰の令があつたこの ]等
)〕

北地庵願のこと    豊券手向きのこと    3ム道館土手のこと   豊院磯去藤0ここ

)良人召わ」́甚えのこと  鉄砲:前え打ちの裏≧



弘化4等 (1轟47)醸日栗 :古.:、 水戸竹隈蟄居中仲こと。11月毎置『許慶路廼阿劃

(4)当君曇 (慶篭)を権鐵 み遊ぱされ、作:教言写の上笹[成立避ばされ候様祈望奉場候事

父子間で敬愛を崚尾」すること。若君 (43歳で襲封)iこ i3父斉昭|こ 対する「敬」力`

強く.、 賛|こ 責ゴする「愛」を感じてらヽなしlc小石:|1邸 iこ 多く赴き、親好を深めるベ

きである。慶篭量 iこ 対し、連枝連中が斉3召 [寺代の政治を悪こ吹聴 してしヽることも

鮪|ずるであろう。

:(2)推:連枝様海 磯 見職 i高松藩主松平讃岐守頼 1音 l。 守曲藩主桂平大学頭頼誠 `府中藩主松平

播磨播守頼縄)笹聴 遠遊 !ぎされざる様(圭度、存じ奉噂候事。

彼らも霧命遭守なればと:毎容舎姿勢を持って欲ししヽ。
:(3)(中山)備前守支台め1日 家の,ぃ を維l騰遊 |ぎさね様性度候事。

「目閥派 馨天狗派などの呼梅があること:ょ、学派の対立から起こってしヽこことで |ま

あるが、 i日 家 iよ藩 iこ !我貢献してき乏家柄で轟る。そ礼ぞれの長所を称えて、懇ろ

:こ 篠]書など与えて協力 :こ 庵かわせて欲じ事 。結城寅寿は天:青大忠臣:こ で流石|こ 結

城宗廣の子孫である。初めから藩日召曇を罪 |こ ぉとし続るっも :引まなかつころう。

(4)幕庵の権政 治向き此の節な先ず御□出し遊ばされざる方然るべし載と存じ奉攀候事

水野越前守 。鳥居甲斐らの悪政、矢部駿i]守定:兼の11貫死などはあったが、幕府
`ま父兄、本戸藩は子弟の関1系 iこ ある。父兄妻□1可様の無理を摯し′ても、其の意 1こ 逆ら

わず、其の怒りの解:するのを待つ勢も子弟の常通なつ。

(5)天をも維[怨み遊ばされず、人をも御咎め遊ばされず、ご:兼遜を惨:冒 り遊ばされil民 iさ

|ぎ幾層の御聖徳をか御i曽遊ばさるべきかと密か |こ企望奉り候事

(これまでの諸改革1よ)天下のためと思ってゃってきた事で 1よあったぬヾ.時勢を

勘案する自己慮 :こ欠Iすて疑心を抱むヽた。赤心のみ |こ て不行き届きがあった。

忠孝の至情からで |よあつたが、あまを引こ大急|こ 過ぎたため人心を激したこと|ま我

等の不動きであつた。などと、一身を省みて幕府を咎めなしヽよう|こ 。これら政治

同きのこと、種腱手||1褒 椙違iま皆役人どもの不行届さである。

併し・言ら、君夫入下内の願む`の一条などiま馨府の規定 |こ 照らしても「あまつなる

事 :無法な事」であった。

<補足>
烈曇め駒込曇E(中屋敷)閉居 1ま、国<門戸を開ろ、麻様を着し、終日儀然として端座在

せらる、時、ち :こ 盛夏なる |こ ..戸障子を皆煩鬱 |こ 堪へ兼ぬる|こ 、公 !よ終日読塞 |こ 余念なし.

臣下具病を致されんことを'ぼれて言東きるも、]悪せられす、ス∫S、 して麻株垢つき破れぬれと

易へ玉ふここなし、其台命を恭敬せられ、謹'膜 の厳重なるに1ま、聞く者造感嘆せさるはなか

かつしと云ふ。 (『党争女台末』)

<藩士・ 農民|こ抗畿繭上の気西己>
結城寅寿の跛雇  農民毎郡奉行へ雪冤歎願  南郡の大山守ら南上の出訴盟約

南君B奉行古成叉右衛P駒決意

磁 人 :こ 武らんとのみ一筋にたつ玉の緒1まただ国のため」

「人 |こ こそなれとやかねてたらちねの玉の言鍛葉なそ忘するへき」

義民 (村役人ら)、 千兼原 。
)青水原へ集結し抗議大会 斉昭の震民鎮撫令
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ちか 1´ げ

1・月｀書成 (老幸堀裁 菫 °牧里予雷雅邸へ)む 武轟群雲驚 (老中水野邸へ)南上
(藩士宅預 |す処分)

でQ30水戸送りとなり江藤出立

領民の出迎え「とらハれとなつて週 :こ し我:こ かくあつき心を軍<すかむこさ」
「世のためとかかる身

'こ

こそなつぬれと民の恵みにあま3ヽそ曇むずかし」

家臣iま し静領民たちが斉昭の雪寃運動 |こ 立ち上がる。水戸八幡宮ゃ静神社、鹿島神宮など各地
の神社 iこ 処分撤国の願いを込めて神社参りをする。さら

'こ

江戸へt嘆願 |こ出発するc栞届ますの江
戸上り (無願南上)が盛ん :こ 起こった。領民を嘆願 11蔓 動 iこ 走らせた背景 :こ は郡制度 。言E奉行の存
在が大きかった。水戸領内の郡赫 :ずは、最多 iさ ¬雀郡、歩なくて南北中と三言Eであった。tte召 の
時 |こ iま 4君5:こ なる。その郡を支藝己するの島`君S奉行であった。君邑奉行が藩主の者え通菫っか否か |こ

よつて君E内の領民iよ大きな影響を受iすた。

つ尾 iこ 入るこ江戸上攀がままし,ま り、金津藩や話E伊藩 儘尾 s長 藩邸あるしヽ iま 老雫邸へ嘆願運動
を起こす。 10露 |こ は城下南の千束原へ 4千 人、那珂市の清水原 :こ は 5千人程が集結 して斉
E召 雲冤嘆願の決起集会が行なわれた。この南上 |こ |ま以下の領民が参海Eしてむヽる。

菅谷不ゴ曲″・員園横須賀勘兵衛、大岩本す (常陸大宮市)笛内源介、上小瀬手ゴ 〔常睦大宮高 )

丼貴
i麗 政之丞、小場村 (常睦大富市)買藤幾早、成沢村 (水戸市)加倉丼砂 !ユ 日谷本す (水

戸蕪)圏尻新介 (含澤正志斎門下 )、

庄屋の整崎整の鹿島縫殿衛門と『可員津藤主衛 P雹 、一般農民の次兵・ 貞介 “儀介・藤衛 Fョ

。次兵衛、

亜率rt〔E」會白半」t(會 澤正志斎P3下 で小場0安藤家とiよ縁戚関係 |こ ある)。 二登」F_言 、
下江戸村の平次・ 藤蔵 0本介 G栄介% 本米崎村の福地理衛F](城里町贈丼村の鍵横目
袴塚周蔵の実弟)、 古衛 P目 (彎 11蒙 部 !ょ 入牢 )

神官の行動、斉昭の社寺改革 |よ 神道興隆を目指 したもの神宮への議響が非常 :こ 強騰かっ
モ°額園村白石陸奥ヽ堤本ゴ多賀野恒馬 、ヽ鴻栄村電尾金吾、本未崎村海後鋤城、福日村今
瀬1ヂ織、理崎村小懸部。静村の斎藤監物、

これら南主人が小石1:1水戸藩邸塗 1曲 台藩 :こ 上訴 した。南上組 13し ゎヽゅる義民と呼ばれた。
義挙とならの意味である。

このも 0寺 、.西 日を過ぎると罪が解かれる1震
習があったが、百日経 ってt斉昭の罪 1ま解難れ

ず、さら:こ 嘆願が続く。これらの嘆願の影響もぁったか、無 月 26日 になつてやっと斉躍の
謹 '1真 が解除された。

フ:ろ

]ム化元年 (1844) 警 月8蒟、謹|1真 解除

弘化2年 (嘲 845)1,28吉 成恒次郎 =武囲魁介が阿部正弘へ父穂宥免の直訴
2.21戸囲忠敬 e藤田東湖」」ヽ梅屋敷へ幽閉

<小 水 載舎記>
我が本藩の江戸iこ漕するや、北浦 |こ  艤  し、霞}棚こ浮かび、刀水を 派 り 、而じ′``つや                 そ うりん 1ヽ せ き

て墨水 :こ 達ず、塞水の東岸|こ 藩
9ぅ月‖雫

あり、足を小梅邸となす、倉豪委積してあり、天保
丁西、余が反秋出魯堂、来つて倉 康翁事を管す、其の局務 |こ 於 |する、更張する所多し、麗
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ら新|こ舎を曇5却 |こ築き、僚属及ご子業をして撃剣を習ねじ書、余毒:こ礫jil邸
:こ覆り、魯堂

1'テ,'

一率をして禁円をもたらし余 |こ 頒たゎめ、屋つ嘱_114て 回く、撃剣舎成れ :り 、神を祭り之を

落ぜ i9、 講う、子、文を作つこ綸を記せと%余、護 して未だ栗こさずゝ既にして余と魯堂

と職を転じて振::こ掃る、蓋専畢辰、余罪を幕庵 iこ 獲、遂 :こ 小梅曇EIこ幽せもる、禁錮甚だ厳、

独ゆ
騨ぅィ、′,米塩を継ぐを許さる、一日隣入春り謁す、自ら忠介と称す、之を熟視すれば、

興」ち往 来祭肉をもたらず者な :つ ゝ余掌を構つて奇を称す、談、遂 |こ 魯堂 :こ 段ぶ、
しれ ぜヽt

忠介'取 t鷺:色 瑠rFく、初め本邸風俗薄悪、其の更 iよ員」ら臓汚、其の
電雪1早

」ち避惰、

相率しヽて侵漁飲i馨 し、習しヽて以て常と為す、秋君母来るゃ、邸を挙 iずて靡黙として風 :こ

庵かう..参者は書を読み、11琶 iま剣を撃つ、今1こ 至るも僕輩0身藤ず双理を減き、□¬~こ :́:                    たすも′
'            

■■

|こ 頗 る礼儀を談する!ま、皆積君の 場 なじ|、 秋君の下を御する厳にして恩毒 iう 、子

弟を教うる、必ず報国|こ 基づく、̀稜君の去れる|ま
こゝ界

iこ 一邸の不幸な :参 、と
[“書:押

て歎

して曰く、小人道を学′ヨ:と きiま則ら使らヽ易しと|ま 信 なるかな、それ魯堂 |ょ膠 々、占人

を幕う尋 1つ 、
●[                         1ン ・‐・

小梅の政の若き1ま、員」ち其o余事のみ、両れども去つて後に思わるること此 :こ 至るは、
■ 二

室其の教化の難、これをして然らし̀むるにあらずや、君子は人の美を成す、余|よ廃さるいえ ビ                             ー
t― な1)        ‐

「
.、 き:｀

と 雖 も、記文の幅、其れ果たさざるべiすん嬌、 乃 ち奪1尋彙‐蹴二姿る勢」
じゝう、其の:li

上:こ 在る:こ 取れるな !つ 、1中尼しばしば水を称えて曰く、水 載 水 載、と、又曰く逝

<者 |ま 斯の資□きか、それ昼夜を含かずゝと、 筍 も人をし4て これを通|こ 悪しむること、
1ん ■■′      |ぅ な  り        it                               ,こ ill

挙
のi屍 民

缶́」
しrて 科

IF:零FPて
進むが要日<轟らし,むるとき:よ 興」ろ)市然として具れ執か

能くこ観を禦がん、豊特 |こ ―技芸のみならんや、
そ t,そ                                  tよ う,ぶ うぶん  もつ́.L

押 も魯堂この舎を築く:こ
脅基

りてや、我が量尚武右文、 尤 も
驚争群|_:孝

の大義 |こ 露

う、魯堂なつてしばしば 書を 上 つて大計を陳ず、其仰郷 |こ 帰る
■ ,′ル|1翼.琴

として神聖母

道を興隆せんことを欲す、余墨堂及び同志の人と相会すごと|こ、飛談雄弁 議論を上下
ある    'い′t→ い .‐ う,t'｀                    |十 た

し′、
妻

!ラ

量費 ilま
酉言酔 i告 歌、以てその歓を助<、 蓋

`彗
‐南

た三「]寺
の盛な iつ 、

巽
|′

彙堵
て

魯堂落婿不遇、遂に関地 |こ 投ぜられ、
1豊:1弔

わか 1こ 菟
蕃)、

|こ 就き、余 1惑則ら困 幅 是
≦

の

如し、同意の士、往慶廃棄せられて、子遺あるなし、両 して人情の反復、又言う|こ 勝う
し`に しえ       そん               て、■'(   ´

=べからぎるものあり、 古 置く、皮の存ぜられば、毛はまさ|こ 安 |こ か博せんと、
世蓮の変遷、既饉己:こ 此 |こ至る、余恐る、水載の舎も、勢しヽ独岬盛んなる能 |まざるな

し́か   いた 1ゴ                      あい′ヽだつ                J'な さ

りこヽ黙 りと 雖 t.余間く、.北浦と墨水と、本国 距ること数百里、其の水 澁 り風快へれ |ま ん                ぞ、  1■ とん

なる:こ 当たけては、則ち黄 帆飛13ヽ!が如く、憂焉の栗、 殆 ど一瞬|こ 運ぶべく、、其の水
tヽ

落ろ
:藉黎再3霧1晏

波を起こす|こ及んで1よ、興」ち弓i写
;iテ
進退不可なるのみならず、往々 要対1

1ま覆 没の 憲 あ i参 、しかも世遂1こ これを以て漕 運を廃せざる1ま、源あるの水必ず涸尽

する:こ 至らず、商して風波の変、もこより天地の常態にあらざるを知れ!ぎな噂、今それ

水哉の舎|ま′I」 Lな つと雖もしかも魯堂|こ 源す、魯堂の志|ま報国|こ 本づ<、 而して又其の

源を 派れiざ:、 員」ら未だ始めより老公思孝の化:こ 本づかずん|ぎあらざるな :う 、鳴呼
電2含

小なりと雖も、源の霧 1'f｀ て来る所|ま遠し、余、其の洋褒漫々として、島水と墨水と 長
し′|「,・   ァ|ヽ             あ:こ                     ょ )́

え |こ 無窮 |こ 流るるを矢□るあり、而も419反復変遷は、童 また人世の常態ならんや、因

てこれが記をつく吟、併せて余の感を識 し′、後
鰹撃

を論する者をして、以てもうるとこ

ろあらしめんとす、自堂名は忠彦、忠介の称|ま 乃 ち魯堂の命ずる所と云う、
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<烈量の経域寅寿、議園東灘の評価>
東麟の寅寿評|よ感 11・電自慶である。それ |よ、東1譲まいつまでも慣」馬人、寅寿は参政から執政

で東:右]は違しL越されてしまつた。東潮 |'ま権勢を振るりヽたし場のほ.重春の下でそれもできな

いのが圏るのだろう。家老でも権力を振るうのiま以ての外だが、それ以下の身分で振るう

の |まなお群|サなも`。買寿iま煽とし`1つ|て も家柄禄高代々家壱を務める者、東 l古′:iま 町人よ議馨|

き立てら穐モニ代騒.、 たこえ寅寿が権ヵを振るし、、藩のた轟 :こ ならないことがあつても、

自分1惑先祖 |こ 茂」じ中し訳が立つ。東態が同じことをしたのでまま申し訳が立たなもヽc東 i古,:iま

全くの才子であるから、当座働かせるため登用してしLるので.5年 1凛要職 |こ 就けてお罐人

物で|まなしヽ。寅寿や戸騒意餞と懲違う (瀬谷義彦著『徳りil斉 昭』013934o)

弘七 2年3局、桑原信毅 e豊日天功らら人が老中へ、園下部伊二次 場菅政衰ら|ま紀サ:|:1編 へ、

3,23 北 ⑬西君5症屋らが君3奉行へ藩政関与歎願

高稿多―郎、鹿島神富へ斉9召の藩政復帰祈願

れ,19芭 成信貞 。武霊耕雲齋を運塞処分、重臣ら1思切腹を要求

(南君3の領民ら吉成の奉行蜜任を数願)

謹'漠 :志解か組た、しかし′藩政復帰 iまかなわない、是非其藩政復す尋をとの嘆願が轟てくる。

弘化l弘化 2年 (《 843)の 3局 頃 1こ は強く〔なって軸った。参加者 |こ 毒変化が見られる。新た :こ

菅谷村小宅三在衛門、東本倉村後藤信之允、成沢村加倉丼砂曲、電子村簿丼禎蔵 e簿丼

定兵衛、石塚村岡崎雄之介・同長次郎、馬頭村北条斧四郎・ 星壮兵衛、谷津村 (水藤市)

谷津共之介、下青雌村綿弓1新 三郎・ り|1又 多―郎、那珂西村西野 '惚 ハ、阿波曲本ゴ記醒銀之

衛門、岩根村森園塵三自露、大内村秋曲弥六郎・ 真太郎、大山田村下郷石丼繁之進、大岩

村竹内源介、粟野村飯村忠琶ら21名 が嘆願書 |こ 署名 してしヽる。

このような無断南上組 |ま i薦縛されλ=と なる。阿ス津藤左衛門 |こ ついて『暴政便覧』(彰鷲

館蔵 )'1こ :ま次のよう|こ 認されてしヽ4。

駒込中屋敷 iこ 入れられた義民達 iよ 六畳の部屋 |こ 三十六人程も押 し込められた。百姓の

身分で嘆願するなどの不意不義の輩 :ま、も1ま やどうなつても構わないと皆から言われた。

藤左衛 Fヨ :こ 1ま 掛け物もなな1ため、同室の者たちがそれぞれ裸 |こ な って衣類を彗せた。横

|こ なる澪電ないので.事目牢の者鋳膝の上 :こ 寝かせた。汗が吹き出てもぬぐう程の市もな

し`1大態であつた。『可欠津藤壼衛門は、三月二十九日|こ 辞世「浮き舟のともづなとしヽてま

!議 か !ず て嵐の波に身は沈彗とも」を残 して亡<な った。藤左衛門の遺体は、極悪人同様

|こ 取惨扱われ、手足を打ろ砕かれるなどして {可 処か運び去られた。本慶牢の者 |ま この非常

の振る舞むれを見て絶食死を覚'層 した程だった。それが3月 である。

その後六月 1こ なつて、事 !庸 を知 った藤左衛門の母親と妻や子供たち :よ 水戸藩庁を訪

ねて遺体のら|き渡 りを願うが拒否される。母 |ま 、「藩主の赦免を願う義民たち 1こ 対 してあ

まつ:こ 理不尽で |ま なしヽか」と。受 |こ は、母親 iま藩の附家老中曲備後守を訪ねて、「せがれ

な嘆願 :こ 出発 した ]警 から覚 :|｀吾|ま してし`たろうが、極悪人同様の扱機はあまり|こ 無謀で |ま

なし`か、せめて遺骨だ !す で奪渡 して欲 し彗」と願い出る。これが附家老中出を動か し調

査が進められた。
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こ.珂ス奪藤覆衡鍾 :車 、手墓ji:の 常蒙院 :こ 一 :晉 反埋葬されこ。そ颯が安政元年 :(1854)

:こ なって :1尋 可を評され、コ崎本言で :ま村葬を募て二三葬され毛。町ス津藤左衛P5はまさ :こ 死を覚

Eし て、預民の先頭 :こ 二って斉 8召 o雪冤運動こ這進 むたのであつこ。

種曇:輩tな弘化 2年 1(1845)5月 :こ 水戸の霧i召 軍 :こ 押 し込峰られ命を落とす。 1半 tもやが

て ,尋 村を許され埋葬された。 1十 七は會澤正志斎の門下であつたことから、鐘宅 |こ はつでも含

:睾 正著斎母箱書きのぁる神牌が残 ってしヽる。二のょぅ :こ 師匠含澤正志齋か
'ら

'魅 しまれた人物

ても姦参二。懸連地区で 1ま静神社の神宮斎藤監物も老中阿部正弘曇EIこ 嘆願してし`た。

嘉永2年 (18李扮  3尾 13日 、藩政関与を許さ絶る

了 膏霧の復権と東麟鋳最難

嘉永 塞辱 (1鋒3)6題 3曜、、べ !メ ー来航   =L獄 鐘 lλ 譲́言調 じυ」融 霙長瞬 凩 [魏褻 ≧ 餐菫

T層 8轟「海随愚存」を幕府
'こ

提出

輝゛尾24醸 結城寅寿、長倉松平震敷へ永牢

<縫城寅寿0永牢>
そ諷 :こ しても、[党争支台末』が疑間視することも当然である。員Bち

「藩内:こ烈盆雪冤運動が展開されるい、経城を始め巨室壼家中、奮て曇の冤を雷き、幽開を

解かんこ周旋尽んする者なかつしは、実 |こ 相済まさる次第 1こ て、海1庸の如何 :こ拘はらす、反

対党か惇逆不進な時とて切歯掘§宛せしも、亦無理ならぬ事と言胃ふへし」と。

この結城寅寿ら重距こちからの製盤雷冤運動を、藤轟東湖t『許増路廼阿登』の中で期待

響て轟こところであるが、それが不可能なほど1こ 藩内の亀裂 |ま深まつてし`たこbヽ えよう。

その後、嘉永6年 (1653)◎ 潟 3日 :こ 米国使節べ !ジ ーが来航、了罵 3日 烈餞議幕府の海

肺参与とな

`λ

6審 :こ :ま東湖t江戸 |こ で理随御用掛とな 1'9、 戸騒悪敵も執政 :こ壼用された。

この1情勢の変化 iこ ょ唾同年 10尾 24理、結城寅寿は「其身一代松平松之允 幡 監頼位)へ惨:

預 :す 」曇水戸評定所の判決を受 |す 、先の中辰の国難で処罰を受 |ず 蟄居中 iこ 死去したつ丼金衛

門の i醒 宅 iこ 禁錮された後、長倉の屋敷 iこ 永牢となつた。

安政元年 (1韓54)

安政 2年 (1955)

12局 哺5日 、水戸で鋳造した大砲了4門を幕府に献上

12島、家定13代 1薔軍 iこ 就 :壬

3尾 3轟、日米和親条約証 霧  3月 16日 .、 海防参与辞任申し出

了馬5日 、幕府の軍制参与

鷺の月1響、豊田天功著の「北島志」を老中30J部正弘 |こ 員曽る

12月 23轟、斉昭発議の毀鐘鋳砲の太政官符下る

4尾 9日 、追鳥狩復}舌       8月 14日、幕政参与

頑濠諏艶衝義震鎮摩顧発と_ 11月 2日 湊ヽの反射炉第~期工事完成

<藤睡東期の霊死>

継城買碁らの画策が進む中、突然の大震災 :こ ょり藤眼東湖 . 戸日忠徹が匿死 した。安政 2年

(1855)礎 (D層 2回のことでぁる。寅寿の家臣某が長倉へ赴き、寅寿 :こ報じた。『党争始末』)1凛
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話丁.

縄城(選然として色を変え、我等死離も逓つきぬこ覚えた争参、天命是非 :こ 及ひ難じとて嘆患し

:す る  ゙ 。こe両騒iま流荏 :二 人物故、識等を:麿鞠 1ま こて、楚非をも弁へす外聞 :こ も拘 |ま ら

すして、濫り:こ 殺す者 |こ あらず、左れ13両轟無事 |こ て轟ら島 1こ 、:可時迄も我等を禁固し置く

耳 iこて、頚 :こ聴を当てること|ま ∃モあるましきな絶こ.`両 田死し,た る後 |ま、自分と対敵する

程の人物―i国 もな |ずれ :ま、自分を)轟 かし置くことを危険 |こ 悪ひ、急 1こ 殺害せんと金つるなら

む。.目]嵯足我等か死すへきの8書なり。

こ慨嘆したと。

また、「戸趣 。藤圏の両雄か、其災|こ 罹り同8寺 |こ 死亡せ動ま、党禍をして非常iこ崚烈ならしrむう

の原因こなり縫、是特り水戸藩のみの不幸とまま講ふへからさるなつ (48鴫 要)」 こ記して、両日

の死iみ単 iこ 水戸藩のみならず天下国家の不幸であると慨歎してしちる。確か|こ 、東潮亡き後の烈曇

の言動にも問題も生じ、藩内の混迷を深めること|こ なる。「もし東潮在りませば」の声は、巷:こ 満

ろてし
｀
つヽたのである。

まと諭

結城寅寿及びそ∽―派 :ま、 3ム化甲辰の国難で処罰された戸圏忠敬や藤田東潮 |こ極汗」をとB螺んだ

こともあつた。逆な立場となつて、結城寅寿及びその一派は悲惨な最期となった。殊 iこ 結城寅寿

こ十:可 祐元、及び谷勁部逼義とその実弟大嶺広思 。実兄六嶺広益兄弟三名ら合せて五名の処刑、

そしてその一派の処罰 iま非常なる怨恨を生むこと|こ なる。その後 iこ 、実に恐ろしき史実の展開が

待つてしヽた。この内証の結果が、既 |こ この時点から予想できたよう1こ 感ぜられる。

「天下の魁」を標携して進められた藩政改革、藩主烈公、家臣の結城寅寿、戸圏忠敬、藤田東

:胡 が:前 つて永く続しヽたならば、水戸藩の功績 。使命達成もまた異なってしヽたであろうと思うと、

実 |こ 憶しまれる結果であつた。

この結城寅寿の永牢処分 |こ 1半 t.ゝ 同時 :こ 「年来結域寅寿へ相国み、ま□1琶敷儀も相間ヽ不
:い奪奎極 iこ 憾_1との罪名を以て一族―派の処分も行われた。子患一万丸種徳 (13歳 )1ま

家禄 0屋敷召上の上+五人扶持で蟄居処分となった。もなみ |こ この種徳は、安政6年
(1653)3月 20日、絶食して牢死した (鴫 7歳 )。 天和3年 〔嬌683)経城 ]青定が義量

達:士えて以来 l①代
´
:了5年の名家結城家|ま断絶した。(後 |こ 家名再興 |ま許され大森金四郎

忠恕の繋道家が名跡を継ι‐‐、ヽだ)

また、結t成の親類旗奉行平尾溝行 |ま役禄・居宅共|こ 召上 :ずの上蟄居とな:0.,大番組要

藤咲王受 ら弘道館言サ|1導 反書E正介養正は矢□行取上|ずの上暮彗請組 !二

=遷
となつた。

(『党争始末』)|よ云う (48o頁 )、

是より先天1果度 (弘化甲辰の国難)1こ 1ま、戸圏・藤藤等唯役儀を取放蟄居を命せられ

こプのみな滲し:こ 、此 1こ 至て結城をお預 |す とせしのみならす幼者の嗣子始、親戚迄も罪な

iこれむ1ま、後年の :|｀参禍をよリー層血麦烈惨酷 |こ 向かわせた端緒を啓 |こ似たりc

この時、老練なる戸日、載捷なる藤曖ありながら、此際結城を寛典 :こ 処して、天空海

間の度量を示し、一藩の講和を図る的策 :こ 出てさりし|よ、返す返すも如i画 の次第と謂ょ3L
ム.し。
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